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Ⅰ はじめに 
 

越谷市では、地方分権時代にふさわしい、自治のまちづくりの基本となる

「越谷市自治基本条例」が平成２１年６月に制定され、同年９月に施行され

ました。 

自治基本条例は、市民が主役の住みよい自治のまちづくりを目指し、市民

の市政への積極的な参加や、市民と市、市民相互などの協働による「自治の

推進」とともに、市の目指すべき方向として「豊かな地域環境の創造」を掲

げるなど、まちづくりの最高規範として制定されたものです。 

越谷市自治基本条例推進会議（以下、「推進会議」という。）は、平成２２

年度に第１期推進会議が設置されて以来、各期、任期２年のなか、それぞれ

テーマを定め、自治基本条例の実効性の確保に向けた調査審議（別表１参照）

を重ね、現在の私たちで第７期を迎えました。 

令和４年４月に委嘱された私たちは、この任期の２年間、新型コロナウイ

ルスの感染防止に最大限の留意をしつつ、推進会議としては初めてオンライ

ンと対面による開催方式を導入するなど、時代に即した会議の在り方を模索

しながら、計７回の会議を開催し、「自治基本条例の適切な運用及び普及に

ついて」をテーマとして調査審議を行いました。 

このたび、令和４年度及び５年度の２か年の取組みに関し、「第７期越谷

市自治基本条例推進会議報告書」を取りまとめましたので、越谷市自治基本

条例推進会議設置条例第２条第２項の規定に基づき市長に提出します。 
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〔別表１〕これまでの推進会議の調査審議結果 

期 年度 成果物の表題・内容 等 形式 

第１期 

H22 
「自治基本条例の実効性を確保するための課題について」 

・条例の適切な運用、普及に関する課題  等 
報告書

H23 
「自治基本条例の普及に関する事項について」 

・条例の普及に関する基本的な考え方、方策  等 
答申 

第２期 
H24 

H25 

「自治基本条例の適切な運用に関する事項について」 

・条例の適切な運用に関する現況、課題、方策  等 
答申 

第３期 
H26 

H27 

「参加と協働による、市民を主体とした自治のまちづくりを進めるために」 

・協働のまちづくりを進めるための方策  等 
報告書

第４期 
H28 

H29 

「第４期越谷市自治基本条例推進会議の取組みについて」 

・「条例の運用状況を確認するための指標及び報告事項」の作成 等 
報告書

第５期 
H30 

R1 

「第５期越谷市自治基本条例推進会議の取組みについて」 

・条例の適切な運用、普及に関する意見 
報告書

第６期 
R2 

R3 

「自治基本条例の適切な運用に関する事項について」 

・条例の適切な運用に係る検証方法の整備、構築  等 
報告書

 

 

 

参考：推進会議の所管事項 

 

越谷市自治基本条例推進会議設置条例（抜粋） 

第２条 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

（１） 自治基本条例の適切な運用に関する事項 

（２） 自治基本条例の普及に関する事項 

（３） 自治基本条例の見直しに関する事項 

２ 推進会議は、前項各号の事項について、市長に意見を述べることができる。 
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Ⅱ 第７期推進会議の協議経過 
 

私たち第７期推進会議は、市長からの諮問がなかったことから、設置

条例第２条第２項の規定に基づき、市長に意見を述べるため、自治基本条

例の適切な運用及び普及について協議することとしました。 

 

【第７期推進会議 協議テーマ】 
 

・自治基本条例の適切な運用について 

・自治基本条例の普及について 

 

■自治基本条例の適切な運用についての協議 
 

協議においては、第６期推進会議から提言された「条例の運用に関す

る指標による検証」と「事業等のプロセスによる検証」を行うこととしま

した。 

「条例の運用に関する指標による検証」では、「自治基本条例の運用状

況を確認するための指標及び報告事項」（第４期推進会議作成）をベース

に、第６期が新たに整理した２３項目から成る「自治基本条例の運用に関

する指標」を用いることとし、「参加」、「協働」及び「情報共有」の分野

ごとに条例が適切に運用されているか検証をおこないました。 

「事業等のプロセスによる検証」では、対象とする事業及び計画につ

いて、令和３年度に策定された市の計画及び実施された大規模事業の中

から、協議のうえ、「第５次越谷市総合振興計画」を選定し、その策定プ

ロセスにおいて自治基本条例の理念や内容が反映・遵守されているか検

証をおこないました。 

 

■自治基本条例の普及についての協議 
 

これまでの条例の普及に係る取組みや、条例の認知度の推移等を踏ま

え、まず、普及の現状をどのように捉えるかについて協議をしました。 

その後、新たな普及策などについて意見を出し合い、条例のさらなる

普及に向けた協議をおこないました。 
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Ⅲ 条例の適切な運用について 
 

１ 条例の運用に関する指標による検証 

 

  ⑴ 検証方法 

     条例の運用に関する指標（資料１参照）の令和３年度実績値やそれま

での推移に基づき、「参加」、「協働」及び「情報共有」の分野ごとに条

例が適切に運用されているか検証をおこないました。 

 

  ⑵ 検証結果 
 

① 参加   ： 自治基本条例の適切な運用は“やや不十分”※ 

② 協働   ： 自治基本条例の適切な運用は“やや不十分” 

➂ 情報共有 ： 自治基本条例の適切な運用は“概ね十分” 

※５段階評価 

十分／概ね十分／どちらとも言えない／やや不十分／不十分 

 

  ⑶ 主な意見 

① 参加 

評価できる点  

特になし 
 

 

評価できない点  

・コロナ禍の影響はあったものの、提供された市政参加の機会に対し

て、市民の参加が少ない。 

・「審議会等における女性委員の割合」は増加傾向にあるが、他の自

治体と比較すると、越谷市は少なく感じる。 
 

 

改善提案  

・対面とオンラインを同時に実施するハイブリッド方式等を取り入

れながら、参加の機会を広げていくべき。 

・広報紙等により、参加の機会や取組みを広く周知するべき。 
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② 協働 

評価できる点  

・東京近郊の中核市でありながら、「自治会加入率」が６０％以上を

維持している。 

・「地区まちづくり助成金活用事業数」について、コロナ禍にあって、

全体の事業数は減少しているが、屋外での密にならない事業等を

工夫して実施している点は評価できる。 
 

 

評価できない点  

・「自治会加入率」について、様々な原因があるにしても、減ってい

るという状態は、評価できない。 

・「自治会加入率」の低下について、自治会に入ることのメリットが

見えにくく、加入のアピールが十分でないという点が一番の課題

である。 

・「市民活動支援センター登録団体数」は数としては増加しているが、

高齢化を迎え、各団体の会員数は減っている状態にある。 
 

 

改善提案  

・人口減少が進むなか、自治会だけでなく、協働の担い手となる新た

な枠組みがあるとよい。 

・協働の担い手による活動を活性化するための具体的な支援が必要。 
 

 

③ 情報共有 

評価できる点  

・広報紙は多くの人が見ており、中身も以前に比べると分かりやすく

なった。 

・「City メールの配信件数」、「ホームページアクセス件数」について、

継続して増加している。 

 

評価できない点  

・タイムリーな情報発信ができていない。 

 
 

改善提案  

・LINE や他の SNS と広報紙など、複数のメディアを連動させて情報

を発信する。 
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２ 事業等のプロセスによる検証 

 

  ⑴ 検証方法 

     対象案件として、令和３年度に策定された市の計画及び実施された

大規模事業の中から「第５次越谷市総合振興計画」を選定し、当該計画

の策定プロセスにおいて、条例の内容が反映・遵守されているか、担当

課への質疑等を交えながら調査・審議しました。（資料２参照） 

 

  ⑵ 検証結果 
 

第５次越谷市総合振興計画 策定プロセスにおいて 

    「自治基本条例が“十分”適切に運用されている」※ 

※５段階評価 

十分／概ね十分／どちらとも言えない／やや不十分／不十分 

 

  ⑶ 主な意見 

評価できる点  

・パブリックコメントについて、多くの意見が提出され、これだけの

関心が寄せられたのは、計画策定に関わった方々の成果だと思う。 
 

・「市民懇談会」や「若者まちづくり懇談会」の報告書を読み、良い取

組みをしていると感じた。今後も若者の意見を聞く取組みを、引き

続き実施して欲しい。 
 

・様々な取組みを実施し、複層的に計画策定をしている。 
 

 

評価できない点  

・「市民意向調査」の回収率が低い。 
 

・計画案が出来上がった後、素案の作成に携わった市民や団体に対し、

再度、意見聴取する機会や取組みが少なかった。 
 

 

改善提案  

・在住外国人の方々の意見を取り入れる取組みも必要。 
 

・策定に係る様々な取組みの結果を市民にフィードバックするにあ

たり、ホームページへの掲載以外にも方法を考える必要がある。 
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Ⅳ 条例の普及について 
１ 普及の現状と今後の方向性について 

 
  ⑴ 普及の現状について 

条例が施行された平成２１年度以降、パンフレットの作成・配布やパ

ネル展示、さらにはシンポジウムや講演会の開催など、普及に係る様々

な取組みが実施されてきました。現在も、小学校の授業における子ども

版パンフレットの活用や、転入者に向けたパンフレットの配布等が実

施されています。 

しかしながら、そうした取組みがなされている一方、条例の認知度は、

令和３年度調査において、１５.１％となっており、“自治基本条例の認

知度は低い”との認識で一致しました。 

 

  ⑵ 今後の方向性について 

条例の普及に関する今後の方向性について、協議で出された意見を

まとめると、次の３点になります。 

 

① 条例自体を普及させることが必要 

条例自体の普及を足掛かりとし、条例の理念を実現させる。 

 

② 市政参加等の取組みと条例との関係を理解してもらうことが必要 

地域活動や協働の担い手による活動など、市政参加に関する普段の

取組みが、条例の理念と結びついていることを理解することで、参

加・協働・情報共有の後押しとする。 
 

③ 結果として、参加や協働等が市民生活に浸透していることが重要 

条例自体を認知する事よりも、結果として、参加や協働等が市民生

活に浸透し、条例の理念と沿った行動がとれていればよい。 
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 ２ 普及の具体策について 

普及の現状と今後の方向性を踏まえ、普及の具体策について協議した 

結果、次のとおり具体策の提案とその他の意見が出されました。 

 
  ⑴ 条例の普及促進                            

   ①ターゲットの絞り込み 

具体的な 

提案 

・子どもや若者、協働の担い手（市民団体等）にターゲット 

を絞った普及の実施 
 

   ②パンフレット・子ども版パンフレットのさらなる活用 

具体的な 

提案 

・パンフレットを中学校や高校の授業で活用 
 

・教員を目指している市内大学生等による小学校、中学校

での授業の実施 
 

③メディアの活用 

具体的な 

提案 

・ホームページや LINE、テレビ、コミュニティ FM の活用 
 

・年１回程度、広報紙で自治基本条例の理念や関連する取

組みなどについて特集を組む 
 

④イベントの活用 

具体的な 

提案 

・中学校や高校の文化祭等に啓発のブースを設置し、来場  

者に対し、アンケートの実施や啓発品を配布する 

 
⑵  市政参加等の取組みと条例の理解促進                 

   ①イベントの活用 

具体的な 

提案 
・各地区のイベント等に啓発のブースを設置 

 
⑶  その他（具体策全体を通しての意見）                    

・全てを行政で行う必要はなく、市民も自主的にワーキンググループ等

を作って活動していくことが重要 
  

・住民の参加を促すような施策を進めるため、市職員や議員が条例の内

容をしっかり認知することが重要 
  

・現在の普及策を継続して行い、また、予算の範囲内で何ができるかを

考えていくことが重要 
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Ⅴ むすびに 
 

越谷市が自治のまちとして発展していくためには、私たち推進会議委員を

含め、市民一人ひとりが、自分たちのまちとして、越谷市をさらに良いまち

にしたいという思いで市政に積極的に関わることが必要です。また、市民と

市がお互いに連携・協力し、共に手を携えながら実際に行動していくことが

大切です。 

越谷市では、これまでも「参加と協働によるまちづくり」が推進されてお

り、自治会やコミュニティ推進協議会などの地域コミュニティ組織のほか、

ＮＰＯ法人やボランティア団体などの多くの市民活動団体が、越谷市との協

働の担い手として積極的に活動しています。 

しかしながら、本市においても人口減少局面を迎えるなど社会情勢が大き

く変化する中、今後、市政に参加する市民が減少し、さらには地域コミュニ

ティの希薄化により、協働の担い手が不足することも懸念されるなど、まち

づくりを進めるにあたってクリアすべき課題もあります。 

そのようななか、私たち第７期推進会議では、第６期推進会議の提言も踏

まえ、条例の適切な運用及び普及について協議をおこないました。 

「条例の適切な運用」については、２つの方法による検証を実施し、意見

を述べてまいりました。評価できない点については、随時見直しをおこなう

とともに、私たちが挙げた改善案を参考として、さらに多くの市民がまちづ

くりに参加・協働できる環境を整えることが必要だと考えます。 

また、「条例の普及」については、条例の認知度が十分とは言えない現状

において、私たちは、更なる普及の一助になればとの思いで具体的な普及策

を含めた議論を重ねてまいりました。様々な普及の取組みを通じ、条例がよ

り多くの市民に認知され、その理念が市民生活に浸透していくことを期待し

ます。 

私たちが委嘱された令和４年４月は、新型コロナウイルスの感染拡大が続

いており、いわゆる「第６波」の只中にありました。 

その後「第７波」「第８波」を経て、昨年５月８日に感染症法上の位置づ

けが「２類相当」から「５類」に引き下げられ、社会経済活動や人々の日々

の生活も、コロナ前に戻りつつありますが、コロナ危機は、長期の外出自粛

を招いたほか、医療や介護などの現場を混乱させ、多くの人々の心身を疲弊

させました。他者への不寛容性､コミュニティの衰退､地域における立場や分

野による分断など､これまでもあった社会が抱える問題を顕在化させた、と

する指摘もあります。 
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一方で、私たちは、コロナ危機によって、リモートワークやオンライン会

議をはじめとした、他者との係わり方、社会参加の在り方、経済活動の方法、

といった、これまでの慣習・常識に捉われない柔軟な発想によって、課題の

設定そして解決を図っていくことの大切さを改めて認識しました。 

こうしたなか、この度、私たちの報告した内容が、自治基本条例の目的と

する「住みよい自治のまちの実現」に向けた一つの道しるべとなり、引き続

き越谷市の自治のまちづくりを推進する取組みが行われていくことを期待

します。 

そして、今後も推進会議において、条例の運用状況を見守り、市民の条例

への関心を喚起することで、条例の実効性が確保され、市民のまちづくりへ

の参加・協働が着実に進展することを望みます。 
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Ⅵ 越谷市自治基本条例推進会議 第７期委員名簿 
区分 氏名 備考 

⑴公募による市民 

 
１  江 口 竜 太  

２  大久保 柚 花  

３ ◎ 岡 崎 尚 而  

４  興 津 瑠 哉  

５  刑 部 之 康  

６  鯨 岡   繁  

７  滝 澤 幸 代  

８  横 内 浩 一  

⑵コミュニティ組織の推薦する者 

 
９  臼 倉 譽 治 越谷市自治会連合会 理事 

10  小 倉   繁 越谷市コミュニティ推進協議会 理事 

11  崩 口 欣 美 
越谷市市民活動支援センター 

登録団体推薦者 

12  中 谷 真 二 
越谷市男女共同参画支援センター 

登録団体推薦者 

⑶学識経験者 

 
13  上ノ原 秀 晃 

政治学の専門家 

文教大学人間科学部人間科学科准教授 

14  小 船 敬 作 
行政経験者 

元越谷市職員 

15 〇 中 原 征 吾 
法律の専門家 

弁護士（埼玉弁護士会越谷支部） 

◎会長 〇副会長  任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日 
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資料２ 

第
５

次
越

谷
市

総
合

振
興
計

画
策
定
に

お
け
る

「
参
加

」「
協
働

」「
情
報

共
有

」
の
取
組

み
に
つ
い

て
 

  
 

 
 

 

 

 

 
市

･議
会

の
動
き

 
参

加
･協

働
･情

報
共

有
の

取
組

み
 

 

 

主
 

な
 

取
 

組
 

み
 

等
 

 [
市
]
 

策
定

委
員

会
 
(
全
８

回
)
 

策
定

委
員

会
部

会
(全

10
回

) 

 [
議
会

] 

特
別

委
員

会
（

全
６

回
）

 

 [ア
ン

ケ
ー

ト
]
 

①
市

民
意

向
調

査
 

②
団

体
・

事
業

所
ア

ン
ケ

ー
ト
 

 [会
議

] 
③
市

民
懇

談
会

 
(全

７
回

)
 

④
地

区
ま

ち
づ

く
り

会
議
（
全

5
2
回
）
 

⑤
若

者
ま

ち
づ

く
り

懇
談

会
（

全
２

回
）
 

⑥
総

合
振

興
計

画
審

議
会

 
(
全
７

回
)
 

 [意
見

公
募

] 

⑦
意

見
公

募
 
(
全
２

回
)
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

◇
計

画
策

定
の

経
過
 

 

 

R 1
 
5
 策

定
委
員

会
(
～

R3
.
2
)
 

策
定

委
員

会
部

会
(
～

R
3.
1
)
 
 

 

 

 
7
  

①
市

民
意

向
調

査
 

③
市

民
懇

談
会

 
(～

R
1.
1
1
) 

④
地

区
ま

ち
づ

く
り

会
議

 
(～

R
1
.1
0
)
  

 

 
8
  

⑤
若

者
ま

ち
づ

く
り

懇
談

会
 
 

 

 

 
9
  

②
団

体
・

事
業

所
ア

ン
ケ

ー
ト
調

査
 

 

 

 
11
  

④
地

区
ま

ち
づ

く
り

会
議

代
表

者
会
議

  

 

R 2
 
3
 議

会
特
別

委
員

会
(
～

R
2.
1
2
) 
 

 

 

 
4
 
基
本

構
想

(
素
案

)
作
成

 
 

 

 

 
6
  

⑥
総

合
振

興
計

画
審

議
会

(
～
R
2
.
10
)
 

 

 

 
7
 前

期
基
本

計
画

(
素
案

)
作
成

 
 

 

 

 
8
 
基
本

構
想

(
素
案

)
修
正

 
 

 

 

 
9
  

⑦
基

本
構

想
(
素

案
)
意
見

公
募

 

 

 

 
11
 
基
本

構
想

(
案
)
作

成
 

前
期

基
本

計
画

(
素
案

)
修
正

 
⑦
前

期
基

本
計

画
(
素

案
)
意
見

公
募
 

 

 

 
12
 
基
本

構
想

(
案
)
議

会
可

決
 

 

 

 

R 3
 
2
 前

期
基
本

計
画

決
定

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
【

情
報
共

有
】

 

 
 

 
取

組
み

 
概
要

 
対

象
 

実
績

 
市
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に
掲

載
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【 参 加 ・ 協 働 】

 
 
[ ア ン ケ ー ト]

 

 ①
市
民

意
向

調
査

 
 ま

ち
づ
く

り
に

関
す
る
 

ア
ン
ケ
ー

ト
調

査
（
郵

送
）
 

 市
内

在
住

18
歳
以

上
の

男
女

 
 

5,
00

0
人
（

無
作

為
抽

出
）
 

[回
答
率

] 
 
３

９
.
２
６

％
 

（
回

答
数

：
1
,9
63

人
）
  市

民
意
向

調
査

報
告
書
 

【
参

考
１

】
 

 
 ②

団
体

･事
業
所

ア
ン

ケ
ー
ト
 
 ま

ち
づ
く

り
に

関
す
る
 

ア
ン
ケ
ー

ト
調

査
（
郵

送
）
 

 市
内

で
活

動
す
る
 

各
種
団

体
：
1
86

団
体
 

市
内

事
業

所
：
1
30

事
業
所
 

[回
答
率

] 
団

 
体
：
５
６

.４
５

％
 

（
回

答
数

：
10
5
）
 

事
業
所
：
３
４

.６
１

％
 

（
回

答
数

：
45
）
 

 団
体

・
事

業
所

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
報
告

書
 

【
参

考
２

】
 

 
 

 
 

 
 

 

 
[ 会 議]

 

 ③
市
民

懇
談

会
 

 市
民
が
ま

ち
づ

く
り
を
 

考
え
る
ワ

ー
ク

シ
ョ
ッ

プ
 

（
全
７
回

･各
回
完
結
型
）
 

 市
民

 
（
市

内
に

お
い
て

、
住
み
、
働
き

、
学
び

、
ま

た
は
活

動
す

る
個
人

）
 

[参
加
者

] 
 
の

べ
１

６
５
人
 

各
回

平
均

2
3
.6

人
 

 市
民

懇
談

会
ニ

ュ
ー
ス

(全
７
回

) 
【
参

考
３

】
 

 
 ④

地
区

ま
ち

づ
く

り
会

議
 
 各

地
区

の
現

況
や

課
題

を
整

理
し
、
地
区

の
目

標
や
将

来
像
等
を

検
討

す
る
会

議
 

 [委
員

構
成

] 
各

地
区

20
人
程

度
 

（
自

治
会

連
合
会

、
ｺﾐ
ｭﾆ
ﾃ
ｨ推

進
協

議
会

の
委

員
が
中
心
）
 

[開
催
回

数
] 

 
計

５
２

回
 

各
地

区
3～

5
回
 

[委
員
数

] 
 

計
３
１

０
人

 
 
 
各
地

区
18
～

33
人
 

 ま
ち

づ
く

り
会

議
提
言

書
 

【
参

考
４

】
 

 
 ⑤

若
者
ま

ち
づ

く
り

懇
談

会
 
 若

者
が
、
将
来

の
ま

ち
づ
く

り
を

考
え

る
ワ

ー
ル

ド
カ

フ
ェ
方
式

※
の

懇
談
会
 

（
全
２
回

･各
回
完
結
型
）
 

 
 

 ･市
内

大
学

/高
校

か
ら

の
推
薦
 

･参
加

希
望

の
若

者
(1
8
～

2
4
歳

) 
（
無

作
為

抽
出
者

に
案

内
送
付

）
 

[参
加
者

] 
 
の

べ
３

８
人
 

第
１

回
：

21
人
 

 
 

第
2
回
：
1
7
人
 

 若
者

ま
ち

づ
く

り
懇
談

会
 

ニ
ュ

ー
ス

(全
２
回
) 

【
参

考
５

】
 

 

 ⑥
総

合
振

興
計

画
審

議
会

 
 ※

条
例

で
設

置
が

定
め

ら
れ

て
い

る
 

 

 市
長
の
諮

問
に

応
じ

、
総
合

振
興

計
画

の
策

定
及

び
実

施
に
関
し

必
要

な
調
査

、
研

究
及
び
審

議
を

行
う
 

（
全
７
回

）
 

  

 [委
員

構
成

] 
a.
公

共
的

団
体

等
の
代

表
者
 

b.
地

区
ま

ち
づ

く
り

会
議

の
代

表
者
 

c.
公

募
に

よ
る

市
民
 

 
 
 

d.
知

識
経

験
者

 
 
 

 
 
 

[委
員
数

] 
計

４
０

人
  

 
…

1
7
人
 

 
…

1
3
人
 

 
…

 
7
人
 

 
…

 
3
人
 

 答
申

書
 

･基
本
構

想
(素

案
) 

･前
期
基

本
計
画

(素
案

) 
【
参

考
６

】
 

 
 

 
 

 
 

 

 

[ 意 見 公 募]
 

 ⑦
意
見

公
募

 

(パ
ブ

リ
ッ

ク
コ

メ
ン

ト
) 

 市
民
か
ら

意
見

を
募
集
 

･基
本
構

想
(素

案
) 

･前
期
基

本
計

画
(素

案
) 

 ･市
民

 
･計

画
案
に

係
る

利
害
関

係
者
 

[提
出
意

見
数

] 
基
本

構
想

：
 

９
８
件
 

(人
数

：
6
5
人
) 

基
本

計
画

：
１

０
５
件
 

(人
数

：
4
5
人
) 

 意
見

(要
旨
)と

市
の
考

え
方
 

･基
本
構

想
(素

案
) 

･前
期
基

本
計
画

(素
案

) 
【
参

考
７

】
 

 

●
自
治

基
本

条
例
が
適
切

に
運
用

さ
れ

て
い
る

か
を
判

断
･評

価
す

る
。
 

 
 
例

）
本

計
画
策
定
に

お
け
る

条
例

の
適
切

な
運
用

に
つ

い
て
は

、「
十
分
」「

概
ね

十
分

」「
ど
ち

ら
と

も
言
え
な
い

」「
や

や
不

十
分
」「

不
十

分
」
な

ど
 

★
協

議
の

ポ
イ

ン
ト

 

※
テ
ー
ブ
ル

ご
と
(
約
５
人

)に
一
定
時

間
で
メ
ン
バ

ー
 

を
入
れ

替
え
な
が
ら
対
話
を

繰
り
返

す
方
式

 



 

 

 

 


